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事 務 連 絡 

平成 30年５月 29日 

 

各      介護保険主管部（局）御中 

   

厚生労働省老健局高齢者支援課 

振興課 

老人保健課 

 

 

「平成 30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.４）（平成 30年５月 29日）」 

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、暑く御礼申

し上げます。 

本日、「平成 30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.４）（平成 30年５月 29日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村又

は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願

い申し上げます。 

  
 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 
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平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） 

 

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護関係共通事項】 

○ 生活機能向上連携加算について 

問１ 「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡ

ＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理

学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具

体的にはどのような方法があるのか。 

（答） 

利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩ

ＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改

善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画

には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必

要な機能の向上に資する内容を記載しなければならないことから、外部の理学療法士等

は、生活機能アセスメントに留意した助言を行うことが求められる。 

① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする

達成目標 

 ③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

 

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような

方法が考えられる。 

① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでの

コミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法

士等が利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整

を行い、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）にてビデオ通話を行うこと。 

② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画

によって利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよ

う、動画の撮影方法及び撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責

任者が利用者宅で動画撮影を行い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供する

ことにより、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握するこ

と。なお、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内容は、当該利用者の自宅（生活

の場・介護現場）の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影すること。 
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また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱い

に留意することが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、

セキュリティが十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健

医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療情報連携にお

いて、SNS を利用する際に気を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが

適当である。なお、外部の理学療法士等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医

療情報システムと共通のネットワーク上の端末を利用して行う場合には、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第５版）」（平成 29年５月）に

対応していることが必要である。 

訪問介護事業所 ①撮影方法や

内容の調整

訪問リハ・通所リハ事業所・
リハを実施する医療提供施設

（PT・OT・ST・医師）

自宅（生活の場・介護現場）

（利用者・ヘルパー）

訪問リハ・通所リハ事業所・
リハを実施する医療提供施設

（PT・OT・ST・医師）

自宅（生活の場・介護現場）

（利用者・ヘルパー）

（管理者・サ責・ヘルパー）

訪問介護事業所

（管理者・サ責・ヘルパー）

②動画の

撮影

③動画データ

の提供

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を活用する事例

（１）リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を活用する場合

（２）撮影方法及び撮影内容を調整した上で動画を撮影し、動画データを外部の理学療法士等に提供する場合

ビデオ通話※

※携帯電話等での

テレビ電話を含む
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【共生型サービス】 

○ 障害者施設が日中に提供する共生型サービスについて 

問２ 共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サ

ービスは共生型サービスの対象であるか。 

（答） 

 指定障害福祉事業所のうち指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスにつ

いても、共生型通所介護及び共生型地域密着型通所介護の対象となる。 

 

○ 機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行うことについて 

問３ 通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導

員（理学療法士等）が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行うことは可能

か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。 

（答） 

 通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は１以上とされており、共生型生活介護に

おける自立訓練（機能訓練）を兼務することは可能。 

共生型サービスは、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするた

めに、介護保険と障害福祉両方の制度に位置づけられたものであり、対象者を区分せず

に、一体的に実施することができる。 

 このため、機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行う場

合は、利用者である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めることとしており、

その利用定員の範囲内において、両事業を一体的に実施し、機能訓練を行うものである

ことから、専従要件に該当する。 

 

【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】 

○ 単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定について 

問４ 居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の

人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 

（答） 

居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住者の

人数が減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じた

区分で算定する。 

  また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で単一建

物居住者の人数が増加する場合は、 

① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予定人数に応
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じた区分により、 

② 当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等については、当該転居してきた利

用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区分により、 

それぞれ算定する。 

  なお、転居や死亡等の事由については診療録等に記載すること。 

 

例えば、同一の建築物の 10 名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１名が月の

途中で退去した場合は、当該建築物の９名の利用者について、「単一建物居住者 10 名以

上に対して行う場合」の区分で算定する。 

また、同一の建築物の９名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１名が月の途

中で転入した場合は、当初の９名の利用者については、「単一建物居住者２人以上９人以

下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した１名については、「単一建物居住者 10

名以上に対して行う場合」の区分で算定する。 

 

○単一建物居住者の人数の考え方について 

問５ 同一の建築物において、認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場

合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 

（答） 

同一の建築物において、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所と集

合住宅が併存する場合には、次のとおり、認知症対応型共同生活介護事業所とそれ以外

で区別し、居宅療養管理指導費を算定する。 

① 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニ

ットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみ

なす。ただし、１つのユニットで１つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導

を実施する場合には、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合」の区分で算定す

る。 

② 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所以外については、認知症対応型

共同生活介護事業所で居宅療養管理指導を実施する人数を含め、当該建築物で居宅

療養管理指導を実施する人数を単一建物居住者の人数とする。 

 ただし、当該建築物で１つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導を実施する

場合は、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合」の区分で算定する。 

また、「当該建築物で居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数の

10％以下の場合」又は「当該建築物の戸数が 20戸未満であって、居宅療養管理指導

を行う利用者が２人以下の場合」については、利用者ごとに「単一建物居住者１人

に対して行う場合」の区分で算定する。 
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○ 単一建物居住者の人数の考え方について 

問６ 同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が２

人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同

居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が２人以上いる世帯」とそれ以外の利用

者がいる場合、算定はどうすればよいか。 

（答） 

いずれの場合についても、居宅療養管理指導を実施する予定の合計数に応じた区分に

より算定する。 

例えば、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯」

が２世帯ある場合の区分については、「単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場

合」の区分により算定する。 

また、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯」が

１世帯と居宅療養管理指導費を利用する者が「１人の世帯」が８世帯ある場合の区分に

ついては、「単一建物居住者 10人以上に対して行う場合」の区分により算定する。 

 

【通所介護】 

○ ＡＤＬ維持等加算について 

問７ 平成３１年度から ADL 維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があ

るか。 

（答） 

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年１２月までの期間を評価対象期

間とするため、評価対象利用開始月から起算して６ヶ月を確保するためには、平成３０

年７月までに申出を行う必要がある。 

 

【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 

○ リハビリテーションマネジメント加算について 

問８ 新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪

問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。 

 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用

者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たす

のか。 

（答） 

いずれの場合においても、利用初日の 1 月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した
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場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がな

ければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。 

 

≪参考≫ 

「平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27 年 4 月 30 日）問 21」の

修正 

 

【介護予防通所リハビリテーション】 

○ 送迎の実施について 

問９ 介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅から指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合、基本報酬を算定してよいか。 

（答） 

利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施す

ることが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施

しない場合であっても基本報酬を算定して差し支えない。 

 

 

【看護小規模多機能型居宅介護】 

○ 管理者について 

問 10 看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管

理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設

する指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る）、介護医療院等の職務に

従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。 

（答） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所であって、当該診療所が有する病床を当

該看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として兼用する場合には、当該事業所の

管理業務に支障がない場合、当該事業所に併設する指定地域密着型介護老人福祉施設、

指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る）及び介護医療院に配置され

た医師が管理者として従事することは差し支えない。 

 

○ 管理者及び代表者について 

問 11 看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護

師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験の
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ある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供

する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考

えればよいか。 

（答） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規

模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が

有する病床については、宿泊室を兼用することができることとされたことから、当該看

護小規模多機能型居宅介護の管理者及び代表者について、保健師及び看護師ではなく医

師が従事することは差し支えない。この場合、厚生労働大臣が定める研修の修了は求め

ないものとするが、かかりつけ医認知症対応力向上研修等を受講していることが望まし

い。 

 

【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 

○ 特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和について 

問 12 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ

別施設・事業所として指定されることとなった場合について、 

➀常勤職員による専従が要件となっている加算 

➁入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算 

の算定について、それぞれどのように考えればよいか。 

（答） 

（➀について） 

従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニッ

ト型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内

にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設（又は地域密着型介護老人福祉

施設）が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」

など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職

員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてき

たところである。 

しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われている

と認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施さ

れている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員

としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で

満たすものとして取り扱うこととする。 
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常勤医師配置加算については、同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、

一体的に運営されており、双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施され

ている場合には、加算の算定要件を双方の施設で満たすものとする。 

 

（➁について） 

入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」

と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定

するものである。 

この点、夜勤職員配置加算については、「平成 21年 4 月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1）」（平

成 21年 3月 23 日）では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分

それぞれで要件を満たす必要がある」としているところであるが、指定更新の際に別

指定を受けることとなった旧・一部ユニット型施設を含め、同一建物内にユニット型

及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護

老人保健施設）が併設されている場合については、双方の入所者及びユニット数の合

計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこととする。なお、この際、

ユニット型施設と従来型施設のそれぞれについて、１日平均夜勤職員数を算出するも

のとし、それらを足し合わせたものが、施設全体として、１以上上回っている場合に

夜勤職員配置加算が算定できることとする。ただし、ユニット型施設と従来型施設の

入所者のそれぞれの基本サービス費について加算が算定されることとなるため、双方

の施設における夜勤職員の加配の状況が極端に偏りのあるものとならないよう配置さ

れたい。 

 

※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。 

 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（平成 27 年４月１日）の問１３５及び平成

27 年Ｑ＆Ａ（vol.２）（平成 27 年４月 30 日）問 25 については削除する。 

 

※ 平成 23 年 Q＆A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて（疑義解釈）」

（平成 23 年９月 30 日）問６について、上記回答に係る部分については適用を受けな

いものとする。 

 

＜削除するＱ＆Ａ＞ 

平成 27 年Ｑ＆Ａ（vol.２）（平成 27年４月 30 日） 

【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 
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○ 特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係 

問 25 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外

の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合につい

て、 

➀常勤職員による専従が要件となっている加算 

➁入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算 

の算定について、それぞれどのように考えればよいか。 

（答） 

（➀について） 

従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニ

ット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建

物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設（又は地域密着型介護老

人福祉施設）が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師

配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼

務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められな

いものとしてきたところである。 

しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事

する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われて

いると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に

実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓

練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双

方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。 

 

（➁について） 

入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」

と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算

定するものである。 

この点、夜勤職員配置加算については、「平成 21年 4 月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1）」

（平成 21年 3月 23 日）では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床

室部分それぞれで要件を満たす必要がある」としているところであるが、指定更新

の際に別指定を受けることとなった旧・一部ユニット型施設を含め、同一建物内に

ユニット型及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福

祉施設、介護老人保健施設）が併設されている場合については、双方の入所者及び

ユニット数の合計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこととす

る。なお、この際、ユニット型施設と従来型施設のそれぞれについて、１日平均夜
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勤職員数を算出するものとし、それらを足し合わせたものが、施設全体として、１

以上上回っている場合に夜勤職員配置加算が算定できることとする。ただし、ユニ

ット型施設と従来型施設の入所者のそれぞれの基本サービス費について加算が算定

されることとなるため、双方の施設における夜勤職員の加配の状況が極端に偏りの

あるものとならないよう配置されたい。 

 

※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。 

 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（平成 27 年４月１日）の問 135 について

は削除する。 

 

※ 平成 23 年 Q＆A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて（疑義解釈）」（平

成 23 年９月 30 日）問６について、上記回答に係る部分については適用を受けないもの

とする。 

 

【施設系サービス全般】 

○ 再入所時栄養連携加算について 

問 13 再入所時栄養連携加算は入所者１人につき１回を限度として算定するとされており、二次

入所時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所時においても算定可能か。 

（答） 

 例えば、嚥下調整食の新規導入に伴い再入所時栄養連携加算を算定した入所者が、再度、

医療機関に入院し、当該入院中に経管栄養が新規導入となり、その状態で二次入所となった

場合は、当該加算を再度算定できる。 

 

○ 褥瘡マネジメント加算及び排泄支援加算について 

問 14 「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労働省が

示した様式通りに記載する必要があるか。  

（答） 

「老企第 40 号平成 12年 3 月 8 日厚生省老人保健福祉局企画課長通知」に記載の通り、

厚生労働省が示した「褥瘡対策に関するケア計画書」、「排せつ支援計画書」はひな形で

あり、これまで施設で使用してきた施設サービス計画書等の様式にひな形同様の内容が

判断できる項目が網羅されていれば、その様式を代用することができる。 

 


